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交差点では一時停止
車だけではなく自転車や歩行者でも出合頭の事

故が発生しています。

自分自身が被害者、加害者とならないためにも

交差点では一時停止をし、安全な通行を心がけて

下さい。

ひとりで思い悩んでいる君”、お子さんの問題行動や犯罪被

害等でお悩みの保護者の方、次の相談窓口へ気軽に相談して

ください。一緒に考えましょう。

＜相 談 窓 口＞
☆ 犯罪、いじめ、児童虐待など少年の被害に関する相談は

少年サポートセンター名古屋 ＴＥＬ ０１２０－７８６７－７０

ＴＥＬ ０５２－７６４－１６１３

☆ 少年自身の悩みごとや、困りごと相談

「ヤングテレホン」

ＴＥＬ ０５２－７６４－１６１１

「ヤングテレホン Ｅメール相談」

愛知県警察ホームページから

ご利用下さい

iOS端末

（iPhone等）
Android端末

柳交番です。
何があれば気軽に相談
してください

ひとつの電話で、変わる未来がある
中村警察署
052-452-0110


